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整合性の確保について



2

医療計画及び介護保険事業（支援）計画の整合性の確保について

趣旨

 県および市町は、現行の第８期介護保険事業（支援）計画が2023(令和5)年度末を
もって期間を終了することから、第９期計画（計画期間：2024（令和6)～2026(令和
7)年度）の策定に取り組んでいる。

 地域医療構想においては 2025（令和7）年の医療ニーズを推計していますが、同年の
介護サービス量の推計については、市町の介護保険事業計画において定めることとされてい
る。

 また、医療計画との整合性の確保のため、県は、市町に対して必要な情報提供等を行うと
ともに、関係者による協議の場を設置することとされている。

医療計画及び介護保険事業（支援）計画の整合性確保のための協議の場

 厚生労働省告示において、医療計画、介護保険事業（支援）計画を一体的に作成し、
これらの計画の整合性を確保することができるよう、都道府県や市町村の医療・介護担当
者等の関係者による協議の場を設置することとされている。

 協議の場は、二次医療圏単位で設置することを原則としていますが、三重県においては、地
域医療構想において県内に８区域を設けていることから、地域医療構想に基づき８区域で
の開催としている。

 第８期介護保険事業（支援）計画策定時（2020（令和2）年度）においても、地域
医療構想調整会議の議題としている。
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医療・介護の体制整備に係る協議の場について
（出典：第９期介護保険事業（支援）計画の作成に向けて 厚生労働省老健局介護保険計画課）
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医療計画及び介護保険事業（支援）計画の整合性の確保について

第８次医療計画と第９期介護保険事業（支援）計画との整合性の確保

 医療計画と介護保険事業（支援）計画については、引き続き、病床機能の分化及び連
携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等
の地域包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、整合性を確保することが重要

 厚生労働省医政局地域医療計画課長・老健局介護保険計画課長・保険局医療介護
連携政策課長連名通知（令和５年６月30日）、「医療計画及び介護保険事業（支
援）計画における整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保について」にお
いて第９期介護保険事業（支援）計画において医療計画と整合性を確保するための介
護サービス量の見込み方について、以下のとおり示されている。

 転換意向調査に基づき、市町村と都道府県が連携し、高齢者の利用ニーズや医療療養
病床を有する医療機関の移行の意向を把握し、医療療養病床については意向調査により
把握した令和８年度末までの介護保険対象サービスへの移行等の見込量を下限とし、地
域医療構想に伴う追加的需要として見込むこととする。

 地域医療構想に伴う追加的需要のうち、その他の高齢化の動向に伴う需要増等について
は、第８期の介護サービス利用実績に反映されていることから、第８期までの傾向を令和
８年度まで伸ばすことで計上することを基本とし、その際、第８期までの受け皿整備の進捗
状況や在宅医療の数値も参考として必要な調整を行うこと。

第９期介護保険事業（支援）計画における介護サービス量の見込み方
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地域医療構想を踏まえた介護サービス量の見込みについて
（出典：第９期介護保険事業（支援）計画の作成に向けて 厚生労働省老健局介護保険計画課）
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（参考）追加的需要の受け皿の考え方

地域医療構想

地域医療構想は、各医療機能の将来の必要量を含め、その地域
にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進す
ることを目的に定められており、医療機能ごとに2025年の医療需要
と病床の必要量を推計している。

この2025年における推計の中で、医療機関から在宅へ移ってくると
される一定数（＝追加的需要）が推計されており、在宅医療と介
護施設でどのように受け皿を整備していくのかという観点から、医療
計画と介護保険事業計画の整合性を確保する必要がある。
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（参考）追加的需要の受け皿の考え方
 

 

 

 

 

 

 

    

                              

 

 

 

（医療・介護）療養病床から生じる追加的需要  一般病床から生じる追加的需要 

 

 

 

 

 

  

2025年の 

必要病床数 

計 13,584床 

医療区分１の 70% 

1,016人 

地域差解消分 

899人 
C３基準未満の患者 

1,448人 

追加的需要の受け皿の考え方 

 

外来受診で対応 

高度急性期 

1.4 千床 

急性期 

4.2 千床 

回復期 

4.4 千床 

慢性期 

3.5 千床 

在宅医療等 
の追加的需要 

 3.4千人 

在宅医療等 

の追加的需要 

3.4 千人 

2025年の医療構想＝[2013年度の性・
年齢階級別の入院受療率×2025 年の
性・年齢階級別推計人口]を総和した
もの 

在宅医療等の追加的需要の内訳 

＜（医療・介護）療養病床＞ ＜一般病床＞ 

  

介護施設 

 

 

 

 

 

 

在宅医療 

３ ： １ 

 介護医療院への 

転換分 

 

 

  「在宅医療等の追加的需要の内訳」及び「追加的需要の受け皿の考え方」については、厚生労働
省が示す数値、考え方を用いています。

 第７期、第８期介護保険事業（支援）計画策定時も同様の考え方を用いています。
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介護医療院への転換意向調査結果

計画等
第７期
介護計画

第８期
介護計画

地域医療
構想

第９期
介護計画

内訳
時期

（目標年度）

2020
（令和2）
年度末

2023
（令和5）
年度末

2025
（令和7）
年度末

2026
（令和8）
年度末

転換済 224 354 354 354

長島中央病院介護医療院96（桑名市）
幸和病院介護医療院48（津市）
第二岩崎病院介護医療院20（津市）
寺田病院介護医療院40（名張市）
伊勢ひかり病院介護医療院60（伊勢市）
第一病院介護医療院90（紀北町）

介護療養病床
転換意向分

0 44 44 44
倉本内科病院26（津市）
堀江クリニック18（松阪市）

介護療養病床
未定分

44 0

医療療養病床
転換意向分

0 42 42 42 第一病院42（紀北町）

計 224 440 440 440

調査時期：令和５年５月
調査対象：療養病床を有する医療機関

区域 桑員 三泗 鈴亀 津 伊賀 松阪 伊勢志摩 東紀州

2026
（令和8）
年度末

96 0 0 94 40 18 60 132

（区域別）

（単位：床）

（単位：床）



区域

2025（令和７）年度末

A B C
＝A-B

D
＝C×1/4

E
＝C×3/4

追加的需要
の受け皿
（国推計）

介護医療院
への転換分

転換分を除い
た追加的需要
の受け皿

在宅医療 介護施設

桑員 217.44 96.00 121.44 30.36 91.08

三泗 339.00 0.00 339.00 84.75 254.25

鈴亀 236.83 0.00 236.83 59.21 177.62

津 267.81 94.00 173.81 43.45 130.36

伊賀 135.88 40.00 95.88 23.97 71.91

松阪 241.35 18.00 223.35 55.84 167.52

伊勢志摩 233.72 60.00 173.72 43.43 130.29

東紀州 248.59 132.00 116.59 29.15 87.44

計 1,920.62 440.00 1,480.62 370.16 1,110.47
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介護施設、在宅医療等の追加的需要

 2018（平成30）年度から2025（令和7）年度までの８年間分の追加的需要
 小数第三位で四捨五入しているため、合計が一致しないことがある。

（単位：人/日）



10

県における追加的需要の受け皿の考え方

三重県における追加的需要の機械的試算にあたっては、転換分を除
いた追加的需要の受け皿を在宅医療：介護施設＝１：３としてい
る（第７期・第８期介護保険事業（支援）計画策定時と同様）。

介護施設については、新規整備が進んでいることから、追加的需要の
受け皿は確保されている。

しかし、機械的試算した追加的需要について、各地域における在宅
医療の受け皿がどれだけあるか数的に把握できないことが課題である。

このような状況を踏まえ、在宅医療における追加的需要の受け皿につ
いては、各地域の実情に応じた受け入れをお願いする。

在宅医療のニーズの高まりや多様化に対応するため、在宅医療推進
懇話会と連携し、在宅医療サービスの情報共有を図ります。

医療療養病床・介護療養病床から生じる追加的需要の受け皿



圏域

2025（令和７）年度末 2023（令和5）年度末
（第８期介護保険事業（支援）計画の終期）

A B C
＝A-B

D
＝C×1/4

E
＝C×3/4

F
＝C×6/8

G
＝F×1/4

H
＝F×3/4

追加的需要
の受け皿
（国推計）

介護医療院
への転換分

転換分を除い
た追加的需
要の受け皿

在宅医療 介護施設
転換分を除い
た追加的需
要の受け皿

在宅医療 介護施設

桑員 217.44 96.00 121.44 30.36 91.08 91.08 22.77 68.31 

三泗 339.00 0.00 339.00 84.75 254.25 254.25 63.56 190.69

鈴亀 236.83 0.00 236.83 59.21 177.62 177.62 44.41 133.22

津 267.81 126.00 141.81 35.45 106.36 106.36 26.59 79.77 

伊賀 135.88 40.00 95.88 23.97 71.91 71.91 17.98 53.93

松阪 241.35 0.00 241.35 60.34 181.02 181.02 45.25 135.76

伊勢志摩 233.72 58.00 175.72 43.93 131.79 131.79 32.95 98.84

東紀州 248.59 0.00 248.59 62.15 186.44 186.44 46.61 139.83

計 1,920.62 320.00 1,600.62 400.16 1,200.47 1,200.47 300.12 900.35
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【参考】介護施設、在宅医療等の追加的需要
第８期介護保険事業（支援）計画策定時（令和２年度）

 2018（平成30）年度から2025（令和7）年度までの８年間分の追加的需要
 2023（令和５）年度末については、按分して算出（６年間分／８年間分）
 小数第三位で四捨五入しているため、合計が一致しないことがある。

（単位：人/日）
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訪問診療の状況

 訪問診療を受けている患者数（レセプト件数）は概ね増加している。

 既に令和７年の（需要）推計値を充足している区域もあるが、コロナ禍の中で、在宅医療の需要
が高まった結果、実際の需要が推計値を上回っている可能性があることに留意が必要。

訪問診療を受けている患者数／月

資料：厚生労働省「ＮＤＢ（平成30年度～令和3年度）」（1年間のレセプト件数÷12）

構想区域 H30 R元 R2 R3
R7

（地域医療構想の推計
値）

R7-R3

桑員 865 932 1,115 1,138 1,204 66 

三泗 1,729 1,896 2,014 2,170 1,904 (266)

鈴亀 788 858 942 1,023 1,247 224 

津 1,775 1,821 1,939 1,967 1,928 (39)

伊賀 585 576 580 578 743 165 

松阪 1,356 1,409 1,551 1,675 1,364 (311)

伊勢志摩 1,734 1,800 1,867 1,924 2,036 112 

東紀州 257 254 369 464 496 32 

計 9,089 9,546 10,377 10,939 10,923 (16)

※ＮＤＢの公表ルールにより、秘匿されるデータについては、集計に含まれていない。
※各構想区域のデータは、四捨五入しているため、内訳と合計欄は合わない場合がある。
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訪問看護の状況（精神以外+精神+介護）

 約9割の方が介護保険による訪問看護サービスを受けている。

訪問看護を受けている患者数／月

資料：厚生労働省「ＮＤＢ（平成30年度～令和3年度）」（1年間のレセプト件数÷12） ※ＮＤＢの公表ルールにより、秘匿されるデータについては、集計に含まれていない。
※各構想区域のデータは、四捨五入しているため、内訳と合計欄は合わない場合がある。

構想区域 H30 R元 R2 R3

桑員 657 719 791 840 

三泗 1,314 1,410 1,505 1,620 

鈴亀 1,027 995 1,077 1,070 

津 1,420 1,531 1,660 1,822 

伊賀 802 946 1,080 1,138 

松阪 1,139 1,194 1,237 1,325 

伊勢志摩 2,007 2,027 2,144 2,095 

東紀州 477 545 538 532 

三重県 8,844 9,367 10,032 10,443 
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今後のスケジュール

 第2回地域医療構想意見交換会・調整会議

 介護保険の保険者あて調査

 第3回地域医療構想調整会議

９～１０月

～１２月

R6年

３月ごろ

第９期介護保険事業計画における追加的需要（介護施設分）

を各保険者の介護サービス見込量に勘案しているかを確認

厚生労働省が示す「在宅医療等の追加的需要の内訳」及び「追

加的需要の受け皿の考え方」に基づいて三重県が試算した内容に

ついて協議

介護保険の保険者あて調査結果のご報告

R6年

３月下旬

 三重県、各保険者において第９期介護保険事業

（支援）計画を策定


